
 

 

 Ⅴ 繰越明許費の設定  

 

本年７月の大雨及び８月の台風１０号等により被災した道路や河川等の復旧工事を 

実施することや、東京湾漁業研究所の敷地内で土壌の詳細調査を行うため、実施設計

の適正工期を確保できないことなどから、繰越明許費を設定します。 

○ 一般会計   6 事業 1,785,932 千円  

・農林水産部 水産総合研究センター再編整備事業      46,776 千円 

・県土整備部 公共河川海岸災害復旧事業ほか 4 事業    1,739,156 千円 
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